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公益社団法人福岡県社会福祉士会 

支部の組織及び運営に関する規程（案） 

規程第●号 

2026年12月●日制定 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人福岡県社会福祉士会（以下「本会」という。）定款第７０条第３項の規定に

基づき、支部の設置及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。 

 

（支部活動の趣旨） 

第２条 支部は、第４条に定める区域を単位として、より県民に近い地域で行うことが望ましい事業を行う。 

２ 支部は、身近な県民のニーズの把握及び共有を図り、支援に必要な知識や技能の研鑽に努め、地域福祉の向上に

寄与するものとする。 

３ 支部は、前項の地域住民ならびに会員の声を受け、本会理事会と共有し、本会の事業運営に反映できるよう努め

るものとする。 

 

（事業） 

第３条 支部は、定款第４条ならびに第５条に定める事業のうち、身近な地域で展開することが望ましい事業を分

掌する。 

２ 前項の事業分掌は、理事会の決議に基づき行う。 

３ 支部は、本会の組織強化のため、入会促進活動及びその広報活動を行う。 

４ その他支部内で必要と思われる事業を行う。 

 

（支部の設置） 

第４条 支部は、複数の市町村を単位として、次の支部を設置する。その区域構成は別表のとおりとする。 

（１）福岡支部 

（２）北九州支部 

（３）筑豊支部 

（４）筑後支部 

２ 前項の支部設置は、所属する会員数、地域性等を考慮し、より効率的に活動することができるよう、理事会の決 

議により改編することができる。 

 

（支部会員） 

第５条 支部は、区域内に住所を有する正会員をもって組織する。ただし、住所が他県にある場合には、勤務先のあ

る区域の支部に属するものとする。 

２ 支部会員は、本会会員として入会承認された時から支部に所属する。 

 

（支部役員） 

第６条 支部には、次の役員を置き、立候補した支部会員の中から選任するものとし、理事会の承認を得て、会長が

委嘱する。 

（１）支部長   １名 

（２）副支部長  １～３名 

（３）会計    １～２名 

（４）幹事    ５～１０名 

２ 支部長は、本会の理事とする。 

３ 副支部長は、原則として支部長が指名する。 

４ 会計は、原則として支部長が指名する。 

５ 幹事は、支部長の了承を得て選任される。 
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（支部役員の職務） 

第７条 支部長は、支部を代表し、支部の事業運営を統括する。 

２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が職務を遂行できない状況に陥った時、理事会の承認を得てその職務を代

行する。 

３ 会計は、支部会計を適正に執行し、本会事務局会計担当者と常に連携する。 

４ 幹事は、支部事業の企画・運営を行う。 

 

（支部役員の任期） 

第８条 支部役員の任期は２年とし、連続４期（計８年）まで再任を妨げない。 

２ 支部役員の任期は、原則として西暦偶数年の４月１日から２年後の３月３１日までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、支部長の任期は、理事としての任期に従うものとする。 

４ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

（協力員） 

第９条 支部長は、運営上必要があるときは、支部会員の中から協力員を置くことができる。 

２ 協力員の任期は、特に定めない。 

 

（役員会議） 

第１０条 支部の会議は以下の通りとする。 

（１）定例役員会議 

ア 事業計画及び収支予算に関すること 

イ 事業報告及び決算報告に関すること 

ウ その他支部の重要事項に関すること 

（２）臨時役員会議 

ア 事業運営（計画実施のための準備等）に関すること 

イ その他支部活動に関すること 

２ 役員会議は、役員の過半数の出席がなければ開会することができない。 

３ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により出席できないときは、委任状を支部長に提出することによ

り出席とみなすことができる。 

４ 役員会議の議長は、支部長がこれに当たる。 

５ 役員会議の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

 

（役員会議の議事録） 

第１１条 役員会議を開催したときは、速やかに議事録を作成しなければならない。 

２ 前項の議事録は、支部長が直近の本会理事会に提出し、報告するものとする。 

 

（支部会計） 

第１２条 支部の会計は、公益法人会計基準に従い適正に経理処理されるものとし、本会事務局会計担当者と常に

連携する。 

２ 支部の事業計画に基づく収支予算案、決算報告案は、理事会でその承認を得るものとする。 

 

（支部活動費） 

第１３条 支部活動費は、次に掲げるものを財源とし、理事会の承認を得て交付されるものとする。 

（１）支部基礎活動交付金 

（２）支部活動奨励交付金 

（３）支部活動支援費 

（４）組織強化費 

（５）その他研修会等の参加費 

２ 支部基礎活動交付金は、年会費の内、支部の会員数に一定額を乗じた額を支部の受取会費として配賦しこれを

基礎最低財源とする他、本会が行う基幹的な事業を支部が地域で分担実施する場合の経費を各支部に一律に交付

する。 

３ 支部活動奨励交付金は、支部が独自に行う事業展開について理事会が特に有益と判断した際に奨励金として交
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付する。 

４ 支部活動支援費は、支部の会員数規模を勘案して、事業運営のための資金不足を一部補助するもので、理事会の

承認を得て額を決定する。 

５ 組織強化費は、正会員の入会促進活動の成果として、入会者数に一定額を乗じた額を、その翌年度の支部活動費

の一部として加算する。 

６ 支部が独自開催した研修の参加費は、原則として支部の財源とすることとする。 

７ 第１項第１号から第４号にかかる交付額については、理事会が別に定める「支部活動費交付細則」で定める。 

 

（改廃） 

第１４条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

 

附 則 

１ この規程は、２０２６年１２月●日から施行する。 

２ この規程の制定をもって、「公益社団法人福岡県社会福祉士会ブロックの活動及び運営に関する規程」は廃止す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

別表 支部の区域構成  
 

支 部 対 象 区 域 

福 岡  福岡市、宗像市、古賀市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、糸島市 
 福津市、那珂川市、糟屋郡 

北九州  北九州市、中間市、行橋市、豊前市 
 遠賀郡、京都郡、築上郡 

筑 豊  飯塚市、田川市、直方市、嘉麻市、宮若市 
 鞍手郡、田川郡、嘉穂郡 

筑 後  小郡市、久留米市、筑後市、八女市、大川市、柳川市、大牟田市、朝倉市 

 うきは市、みやま市、朝倉郡、三井郡、八女郡、三潴郡 

 

 


